
情報法制学会第 6回研究大会（2022年 12月 11日） 
公募報告 3（11:20 ~ 11:55） 

1 
 

プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 事 業 者 に よ る  

コ ン テ ン ツ ・ モ デ レ ー シ ョ ン と 表 現 の 自 由  

 

上 本  翔 大 ( * ) ( † )   

 

Ⅰ． 本 報 告 の 問 題 意 識  

Ⅱ． P F 事 業 者 と コ モ ン ・ キ ャ リ ア 規 制  

Ⅲ． P F 事 業 者 の 編 集 権 を 尊 重 し つ つ 、 規 制 を 検 討 す る 立 場  

Ⅳ． 結 論 と 残 さ れ た 課 題  

 

Ⅰ． 本 報 告 の 問 題 意 識  

 わ が 国 の 先 行 研 究 で は 、 今 日 の プ ラ ッ ト フ ォ ー ム ( 1 )（ 以 下 、「 P F」） は 、 多 く

の 人 々 が 表 現 を 発 信 し た り 、 受 領 し た り す る 場 と い う 意 味 で 、 公 共 的 な 性 格 を

持 つ こ と は 明 ら か で あ る た め 、 場 合 に よ っ て は P F 事 業 者 に よ る コ ン テ ン ツ ・

モ デ レ ー シ ョ ン ( 2 )を 法 規 制 の 下 に 置 く 必 要 が あ る と 説 か れ て き た ( 3 ) ( 4 )。  

 

☞ 仮 に P F 事 業 者 に よ る コ ン テ ン ツ ・ モ デ レ ー シ ョ ン が 表 現 の 自 由 の 保 護

の 対 象 と な る ( 5 )の で あ れ ば 、 国 家 が 制 定 で き る 法 規 制 に は 限 界 が あ る 。 政

 
( * )  大 阪 大 学 大 学 院 法 学 研 究 科 博 士 後 期 課 程 2 年 （ 憲 法 ・ 情 報 法 ）
（ u 1 8 5 3 3 9 d @ e c s . o s a k a - u . a c . j p）。   
( † )  日 本 学 術 振 興 会 特 別 研 究 員 （ D C 2）。 本 報 告 は J S P S 科 研 費 J P 2 2 J 1 0 4 2 2 の 助 成 を 受
け た も の で あ る 。  
( 1 )  検 索 エ ン ジ ン 、 S N S、 動 画 投 稿 ・ 配 信 サ イ ト （ Yo u T u b e 等 ） の よ う に 、 主 に 情 報 の
発 信 や 閲 覧 を 行 う た め の P F を 念 頭 に 置 い て い る 。  
( 2 )  コ ン テ ン ツ ・ モ デ レ ー シ ョ ン と は 、 機 械 （ A I） や 人 の 目 に よ っ て P F 上 の 情 報 を 監
視 し 、 必 要 に 応 じ て 適 正 化 を 図 る こ と を 意 味 す る 。 具 体 的 に は 、 投 稿 内 容 を 削 除 し た

り 、 フ ァ ク ト ・ チ ェ ッ ク （ 事 実 確 認 ） の 警 告 ラ ベ ル を 付 け た り 、 コ ン テ ン ツ が 表 示 さ

れ る 順 番 を 変 動 さ せ た り 、 ア カ ウ ン ト を 凍 結 し た り す る こ と 等 で あ る 。  
( 3 )  た と え ば 、 平 地 2 0 2 1 :  6 3 - 6 4、 興 津 2 0 2 1 :  8 6 参 照 。  
( 4 )  た と え ば 、 ア メ リ カ の 連 邦 レ ベ ル の 法 案 を 分 析 す れ ば 、 第 一 に 、 モ デ レ ー シ ョ ン
に 対 す る 直 接 的 な 規 制 が 見 ら れ る 。 こ れ は 、 合 法 な コ ン テ ン ツ の モ デ レ ー シ ョ ン を 禁

じ る 規 定 ― ― さ ら に 、 モ デ レ ー シ ョ ン が 禁 止 さ れ る コ ン テ ン ツ （ 政 治 的 表 現 等 ） を 限

定 す る も の と そ の よ う な 限 定 を 付 さ な い も の に 区 別 で き る ― ― や 、 連 邦 通 信 品 位 法

2 3 0 条 が 定 め る 免 責 の 条 件 を 厳 し く す る こ と で 、 結 果 と し て 、 モ デ レ ー シ ョ ン の 範 囲
を 縮 減 さ せ よ う と す る 規 定 等 で あ る 。 第 二 に 、 モ デ レ ー シ ョ ン に 対 す る 間 接 的 な 規 制

が 見 ら れ る 。 こ れ は 、 モ デ レ ー シ ョ ン に 関 す る ポ リ シ ー の 開 示 、 モ デ レ ー シ ョ ン の 対

象 と な っ た ユ ー ザ ー へ の 通 知 、 モ デ レ ー シ ョ ン に 対 す る 異 議 申 立 て プ ロ セ ス の 確 保 、

モ デ レ ー シ ョ ン に 関 す る 報 告 書 の 作 成 等 を 求 め る も の で あ る 。  
( 5 )  た と え ば 、 最 決 2 0 1 7 年 1 月 3 1 日 民 集 7 1 巻 1 号 6 3 頁 。  

mailto:u185339d@ecs.osaka-u.ac.jp
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策 論 と あ わ せ て 憲 法 論 を 展 開 す る 必 要 も あ る 。  

 

以 上 の 問 題 意 識 の 下 、 本 報 告 で は 、 ア メ リ カ 法 を 参 照 し 、 ど の よ う な 政 策 が

望 ま し い か と い う 点 も 視 野 に 入 れ つ つ 、 憲 法 上 ど の よ う な 規 制 が 許 容 さ れ る の

か を 検 討 す る ( 6 )。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( 6 )  ア メ リ カ で は 、 連 邦 通 信 品 位 法 2 3 0 条 が コ ン テ ン ツ ・ モ デ レ ー シ ョ ン に 関 す る 免
責 を 広 く 認 め て い る 。 そ の た め 、 コ ン テ ン ツ ・ モ デ レ ー シ ョ ン を 制 約 す る 連 邦 法 や 州

法 が 制 定 さ れ た 場 合 、 同 法 と 連 邦 通 信 品 位 法 2 3 0 条 の 抵 触 関 係 が 問 題 と な る し 、 以 下
に 見 る コ ン テ ン ツ ・ モ デ レ ー シ ョ ン を 制 約 す る 州 法 の 合 憲 性 が 争 わ れ た 事 例 で は 実 際

に 争 点 化 さ れ た が 、 本 報 告 で は こ の 点 に つ い て は 言 及 し な い 。  

N e t C h o i c e ,  L L C  v .  
M o o d y   
5 4 6  F .  S u p p .  3 d  1 0 8 2  |  
N . D .  F l a .  2 0 2 1  

N e t C h o i c e ,  L L C  v .  
A t t o r n e y  G e n e r a l  o f  
F l o r i d a  
3 4  F .  4 t h .  1 1 9 6  |  1 1 t h
C i r .  2 0 2 2  

N e t C h o i c e ,  L L C  v .  
P a x t o n  
5 7 3  F .  S u p p .  3 d  1 0 9 2  |  
W . D .  T e x .  A u s t i n  D i v .  
2 0 2 1  

N e t C h o i c e ,  L L C  v .  
P a x t o n  
1 4 2  S .  C t .  1 7 1 5  |  M a y  
3 1 ,  2 0 2 2  

N e t C h o i c e ,  L L C  v .  
P a x t o n  
2 0 2 2  W L  1 5 3 7 2 4 9  |  
W . D .  T e x .  M a y  1 1 ,  
2 0 2 2  

N e t C h o i c e ,  L L C  v .  
P a x t o n  
4 9  F .  4 t h  4 3 9 |  5 t h  C i r .  
S e p .  1 6 ,  2 0 2 2  

フ ロ リ ダ 第 2 審  

フ ロ リ ダ 第 1 審  テ キ サ ス 第 1 審  

テ キ サ ス 第 2 審  

地

裁

 

高

裁

 

最

高

裁

 
※ P a x t o n  ( M a y  1 1 ,  2 0 2 2 )判 決 で は 、 テ キ サ ス 州 法 の 仮 差 止 命 令 を 却 下 し た 。

そ の 後 、 P a x t o n  ( M a y  3 1 ,  2 0 2 2 )判 決 で は 、 テ キ サ ス 州 法 の 仮 差 止 命 令 が 容

認 さ れ た 。 た だ し 、 両 判 決 の 法 廷 意 見 は 明 ら か に さ れ て い な い 。  

図  本 報 告 で 検 討 す る 主 な 裁 判 例 の 審 級 関 係  
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Ⅱ． P F 事 業 者 と コ モ ン ・ キ ャ リ ア 規 制  

（ １ ） ア メ リ カ の 議 論 状 況  

＊ コ モ ン ・ キ ャ リ ア 規 制 ： 表 現 内 容 を 詮 索 す る こ と な く 、 あ ら ゆ る 表 現 を ホ ス

テ ィ ン グ す る 法 的 義 務 が 課 さ れ る ( 7 )。  

（ 例 ） 通 信 事 業 者  

① 通 信 事 業 者 は 取 り 扱 う 内 容 を 編 集 し て お ら ず 、 通 信 事 業 者 に よ る 情 報 の 伝 送

は 表 現 の 自 由 （ 修 正 第 一 条 ） の 保 護 の 対 象 で は な い ( 8 )。  

② サ ー ビ ス を す べ て の 者 に 提 供 し て い る ( 9 )。  

 

1． 裁 判 例 の 検 討  

⑴ K n i g h t  F i r s t  A m e n d m e n t 判 決 （ T h o m a s 裁 判 官 に よ る 同 意 意 見 ） ( 1 0 )  

・ P F 事 業 者 は 多 く の 点 で コ モ ン ・ キ ャ リ ア と 類 似 し て い る と し て 、 P F 事 業 者

を コ モ ン ・ キ ャ リ ア 規 制 に 服 せ し め る 立 法 が 認 め ら れ る 可 能 性 を 示 唆 し た （ た

だ し 、 具 体 的 に ど の よ う な 規 制 を 想 定 し て い た の か は 不 明 瞭 ）。  

 

⑵ テ キ サ ス 第 2 審  

・ S N S 事 業 者 に よ る コ ン テ ン ツ ・ モ デ レ ー シ ョ ン を 制 限 す る テ キ サ ス 州 法 （ 同

法 の 詳 細 は 後 述 ） の 合 憲 性 が 争 わ れ た 事 案  

： S N S 事 業 者 は S N S 上 の コ ン テ ン ツ と 「 密 接 な 関 係 」 が な く 、「 実 質 的 に 編 集

上 の 判 断 を 下 し て い な い 」 た め 、 コ ン テ ン ツ ・ モ デ レ ー シ ョ ン は 表 現 の 自 由 の

保 護 の 対 象 で は な い 。  

： 利 用 規 約 を 設 け て い る が 、 そ の 利 用 規 約 は す べ て の 者 に 対 し て 同 じ 条 件 で あ

る た め 、 サ ー ビ ス を す べ て の 者 に 提 供 し て い る と 言 え る 。  

 

〇 A l a n  Z .  R o z e n s h t e i n :  裁 判 所 は 、 P F 事 業 者 が 編 集 上 の 判 断 を 下 し て 、 大 規 模

 
( 7 )  S e e  B h a g w a t  2 0 2 1 :  1 2 1 ;  F e e n e y  2 0 2 1 .  
( 8 )  佐 々 木 2 0 1 1 :  2 4 9 - 5 0 参 照 。 S e e  a l s o  N u n z i a t o  2 0 2 2 :  4 3 - 4 4 .  
( 9 )  S e e  Yo o  2 0 2 1 :  4 7 4 - 7 5 .  
( 1 0 )  B i d e n  v .  K n i g h t  F i r s t  A m e n d m e n t  I n s t .  a t  C o l u m b i a  U n i v . ,  1 4 1  S .  C t .  1 2 2 0  ( 2 0 2 1 ) .  
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に コ ン テ ン ツ ・ モ デ レ ー シ ョ ン を 行 っ て い る と い う 事 実 を 意 図 的 に 無 視 し て い

る ( 1 1 )。  

 

⑶ テ キ サ ス 第 1 審  

：ユ ー ザ ー が S N S に 投 稿 し た コ ン テ ン ツ は 、選 別 さ れ 、時 に は モ デ レ ー ト さ れ

る 。 S N S 事 業 者 は 、 コ ン テ ン ツ を 並 べ 替 え た り 、 独 自 の コ ン テ ン ツ を 追 加 し た

り す る 。 こ の よ う な 決 定 を 行 う こ と は 、 こ れ ら の タ ス ク の 一 部 が ソ フ ト ウ ェ ア

コ ー ド に よ っ て 実 行 さ れ る と し て も 、 一 定 程 度 の 編 集 上 の 裁 量 を 伴 う 。  

 

⑷ フ ロ リ ダ 第 2 審  

・ S N S 事 業 者 に よ る コ ン テ ン ツ ・ モ デ レ ー シ ョ ン を 制 限 す る フ ロ リ ダ 州 法 （ 同

法 の 詳 細 は 後 述 ） の 合 憲 性 が 争 わ れ た 事 案  

： S N S は 、 す べ て の 一 般 市 民 が 利 用 で き る こ と は 事 実 で あ る が 、 そ れ は 利 用 規

約 を 受 け 入 れ 、 コ ミ ュ ニ テ ィ 基 準 に 従 っ て い る 限 り で あ る 。  

： 連 邦 最 高 裁 は 、 S N S は 伝 統 的 な コ モ ン ・ キ ャ リ ア で は な く 、 編 集 上 の 判 断 を

下 す 存 在 と し て 扱 わ れ る べ き だ と 示 唆 し て き た 。  

 

☞ 黙 示 的 な も の も 含 め れ ば 、 コ ン テ ン ツ ・ モ デ レ ー シ ョ ン は P F 事 業 者 に

よ る 表 現 活 動 で あ る た め 、P F 事 業 者 は コ モ ン・キ ャ リ ア で は な い と の 判 断

が 多 い 。  

 

2． 学 説 の 検 討  

・ 一 部 の 例 外 ( 1 2 )を 除 き 、 P F 事 業 者 を コ モ ン ・ キ ャ リ ア 規 制 に 服 せ し め る こ と

に つ い て 、 否 定 的 な 見 解 が 多 数 。  

理 由 ⑴ ： コ モ ン ・ キ ャ リ ア 規 制 は プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 事 業 者 の 表 現 の 自 由 に 対 す

る 不 当 な 制 約 で あ る 。  

 

 
( 1 1 )  S e e  R o z e n s h t e i n  2 0 2 2 .  
( 1 2 )  S e e  E p s t e i n  2 0 2 1 ;  S a b e e l  2 0 1 8 :  2 4 0 .  
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P F 事 業 者 は 、 P F 上 の コ ン テ ン ツ に 対 し て 編 集 上 の 判 断 を 下 し て い る

た め 、 コ モ ン ・ キ ャ リ ア 規 制 は プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 事 業 者 の 編 集 権 を 侵

害 す る ( 1 3 )。  

 

理 由 ⑵ ： P F 事 業 者 の コ ン テ ン ツ ・ モ デ レ ー シ ョ ン に は 一 定 の 意 義 が 存 在 す る 。

コ モ ン ・ キ ャ リ ア 規 制 は そ の 役 割 を 阻 害 す る 。  

 

S N S 事 業 者 を コ モ ン・キ ャ リ ア と み な せ ば 、合 法 で あ っ て も ひ ど い 表 現 ― ―

暴 力 的 な 画 像 ・ 人 種 差 別 的 な 画 像 、 ス パ ム が 他 の コ ン テ ン ツ と 同 じ よ う に

扱 わ れ る た め 、 ユ ー ザ ー の ほ と ん ど が 嫌 悪 感 を 抱 き 、 使 い 物 に な ら な い サ

ー ビ ス と な っ て し ま う ( 1 4 )。  

 

（ ２ ） 日 本 法 へ の 示 唆  

1． コ モ ン ・ キ ャ リ ア 規 制 は 、 P F 事 業 者 の 表 現 の 自 由 の 侵 害 と な る か 。  

・わ が 国 で も 、「 コ モ ン キ ャ リ ア と し て の 通 信 事 業 者 は 、自 ら 言 論 活 動 を 行 う の

で は な い こ と か ら 、 原 則 と し て 、 言 論 者 と し て 表 現 の 自 由 の 保 障 を 受 け る わ け

で は な い 」 ( 1 5 )と さ れ て き た 。  

・わ が 国 の 最 高 裁 は 、G o o g l e 検 索 結 果 削 除 請 求 事 件 ( 1 6 )に お い て 、検 索 結 果 の 提

供 と 表 現 の 自 由 と の 親 和 性 を 述 べ て い る 。  

「 情 報 の 収 集 、 整 理 及 び 提 供 は プ ロ グ ラ ム に よ り 自 動 的 に 行 わ れ る も の の 、 同 プ

ロ グ ラ ム は 検 索 結 果 の 提 供 に 関 す る 検 索 事 業 者 の 方 針 に 沿 っ た 結 果 を 得 る こ と

が で き る よ う に 作 成 さ れ た も の で あ る か ら 、 検 索 結 果 の 提 供 は 検 索 事 業 者 自 身 に

よ る 表 現 行 為 と い う 側 面 を 有 す る 」。  

 

た だ し 、 Tw i t t e r 投 稿 記 事 削 除 請 求 事 件 ( 1 7 )で は 、 Tw i t t e r 社 の 表 現 の 自 由 に は

 
( 1 3 )  S e e  B h a g w a t  2 0 2 1 :  1 2 4 - 2 5 ;  G o l d m a n  2 0 1 1 :  1 0 5 - 1 0 7 ,  1 1 5 - 1 8 ;  G r i m m e l m a n  2 0 1 0 :  4 4 2 -
4 7 ;  H e i n s  2 0 1 4 :  3 2 6 - 2 7 ;  K o l t a y  2 0 2 1 :  2 6 9 ;  Yo o  2 0 2 1 :  5 0 5 - 0 6 .  
( 1 4 )  S e e  F e e n e y  2 0 2 1 .  S e e  a l s o  G o l d m a n  2 0 0 6 :  1 8 9 ;  G o l d m a n  &  M i e r s  2 0 2 1 :  2 0 8 - 1 1 ;  
K o l t a y  2 0 2 1 :  2 8 9 .  
( 1 5 )  山 口 2 0 1 5 :  3 1。  
( 1 6 )  最 決 2 0 1 7 年 1 月 3 1 日 民 集 7 1 巻 1 号 6 3 頁 。  
( 1 7 )  最 判 2 0 2 2 年 6 月 2 4 日 （ 裁 判 所 ウ ェ ブ サ イ ト ）。 曽 我 部 2 0 2 2 :  1 6 は 、「 本 判 決 が
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言 及 し て お ら ず 、 判 例 の 蓄 積 が 俟 た れ る 。  

 

☞ こ れ ら を 勘 案 す れ ば 、 コ モ ン ・ キ ャ リ ア 規 制 は P F 事 業 者 の 表 現 の 自 由

を 侵 害 す る お そ れ が あ る 。  

 

2． P F 事 業 者 を コ モ ン ・ キ ャ リ ア と み な す べ き か 。  

・ P F 事 業 者 に コ モ ン・キ ャ リ ア 規 制 を 課 し た 場 合 、多 く の ユ ー ザ ー が 不 当 だ と

感 じ る コ ン テ ン ツ ・ モ デ レ ー シ ョ ン を 抑 制 す る こ と が で き る 。  

・ P F 事 業 者 は 、 合 法 な コ ン テ ン ツ を モ デ レ ー シ ョ ン す る こ と も 不 可 能 と な り 、

多 く の ユ ー ザ ー が 不 適 切 だ と 感 じ る コ ン テ ン ツ が 蔓 延 す る 可 能 性 も あ る 。 不 適

切 な コ ン テ ン ツ に 対 し て は 、 国 家 が 法 律 を 制 定 し た り 、 裁 判 所 が 審 査 し た り す

る こ と で 対 処 す る 可 能 性 が 考 え ら れ る が 、P F 上 に は 星 の 数 ほ ど の コ ン テ ン ツ が

流 通 し て お り 、こ う し た 方 法 は 実 効 性 に 欠 け る た め 有 効 な 手 段 で は な い 。ま た 、

憲 法 の 拘 束 を 受 け る 国 家 は 、 有 害 だ （ と 思 わ れ る ） が 違 法 で は な い 表 現 を 抑 制

す る こ と が 困 難 。  

 

☞ P F 事 業 者 が 有 害 情 報 を 自 発 的 に 規 制 す る こ と を 妨 げ る こ と で 、ユ ー ザ ー

に と っ て 不 快 ・ 有 害 な コ ン テ ン ツ が 蔓 延 し て し ま う と の デ メ リ ッ ト は 回 避

す べ き ( 1 8 )。コ ン テ ン ツ・モ デ レ ー シ ョ ン の 利 点 を 維 持 し つ つ 、そ の 弊 害 を

最 小 限 に 抑 え る 解 決 策 を 模 索 す る 必 要 が あ る 。  

 

 

 

 

 

 

 
ツ イ ッ タ ー の サ ー ビ ス に 表 現 の 自 由 と し て の 側 面 が お よ そ 認 め ら れ な い と し た も の と

理 解 す る の は 早 計 で は な い か 」 と 述 べ る 。  
( 1 8 )  同 旨 の も の と し て 、 水 谷 2 0 2 1 :  1 1 5 頁 。  
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Ⅲ． P F 事 業 者 の 編 集 権 を 尊 重 し つ つ 、 規 制 を 検 討 す る 立 場  

（ １ ） ア メ リ カ の 議 論 状 況  

1． 検 索 エ ン ジ ン と コ ン テ ン ツ ・ モ デ レ ー シ ョ ン 規 制 ( 1 9 )  

⑴ 裁 判 例 の 紹 介  

① S e a r c h  K i n g ,  I n c .  v .  G o o g l e  Te c h . ,  I n c .事 件 判 決 ( 2 0 )  

・ 検 索 事 業 者 が P a g e R a n k ( 2 1 )を 変 動 さ せ る こ と は 表 現 の 自 由 に よ っ て 保 障 さ れ

る か ど う か が 争 わ れ た 事 案 。  

： G o o g l e の P a g e R a n k は 保 護 さ れ た 表 現 の 一 形 態 で あ る た め 、 P a g e R a n k を 変 動

さ せ た と し て も 契 約 関 係 に お け る 不 法 行 為 は 成 立 し な い 。  

 

② L a n g d o n  v .  G o o g l e ,  I n c .事 件 判 決 ( 2 2 )  

・ 原 告 の ウ ェ ブ サ イ ト の 広 告 を 検 索 結 果 の 目 立 つ 場 所 に 掲 載 す る こ と 等 を 求 め

た 事 案 。  

： 社 説 に 対 す る 反 論 文 の 掲 載 の 強 制 が 新 聞 社 の 表 現 の 自 由 を 侵 害 す る の と 同 様

に 、 検 索 結 果 に 特 定 の 広 告 を 掲 載 す る よ う G o o g l e に 強 制 す る こ と は G o o g l e の

表 現 の 自 由 を 侵 害 す る 。  

 

③ Z h a n g  v .  B a i d u .  C o m ,  I n c .事 件 判 決 ( 2 3 )  

・ 百 度 （ B a i d u） が 原 告 の 記 事 や ビ デ オ 等 を 意 図 的 に ブ ロ ッ ク し て い る と し て 、

損 害 賠 償 等 を 求 め た 事 案 。  

： 検 索 結 果 と し て ど の コ ン テ ン ツ を 提 供 す る か 、 ど の コ ン テ ン ツ を 提 供 し な い

 
( 1 9 )  詳 細 は 、 拙 稿 「 検 索 事 業 者 の 表 現 の 自 由 に 関 す る 一 考 察 （ 1）（ 2・ 完 ） ― ― ア メ
リ カ 法 上 の 議 論 を 手 が か り と し て ― ― 」 阪 大 法 学 7 1 巻 6 号 （ 2 0 2 2 年 ） 1 8 3 頁 以 下 、
阪 大 法 学 7 2 巻 1 号 （ 2 0 2 2 年 ） 2 4 9 頁 以 下 。  
( 2 0 )  S e a r c h  K i n g ,  I n c .  v .  G o o g l e  Te c h . ,  I n c . ,  C I V - 0 2 - 1 4 5 7 - M ,  2 0 0 3  U . S .  D i s t .  L E X I S  
2 7 1 9 3  ( W. D .  O k l a .  M a y  2 7 ,  2 0 0 3 ) .  
( 2 1 )  ペ ー ジ ラ ン ク は ウ ェ ブ サ イ ト の 相 対 的 な 重 要 性 を 決 定 す る の に 寄 与 し 、 そ れ に よ
っ て ウ ェ ブ サ イ ト が 検 索 結 果 の ど こ に 表 示 さ れ る か が 決 ま る と さ れ る 。 た と え ば

G o o g l e は 、 ウ ェ ブ サ イ ト の ペ ー ジ ラ ン ク を 決 定 す る た め に 当 ウ ェ ブ サ イ ト の 被 リ ン
ク 数 や そ の 重 要 性 等 様 々 な 要 素 を 考 慮 し て ウ ェ ブ サ イ ト の 関 連 性 を 0 か ら 1 0 の 尺 度
（ 0 が 最 も 関 連 性 が 低 く 、 1 0 が 最 も 関 連 性 が 高 い ） で ラ ン ク 付 け し て い る と 言 わ れ て
い る （ S e e  Wo a n  2 0 1 3 :  2 9 8）。 ペ ー ジ ラ ン ク の 順 位 と 実 際 に 表 示 さ れ る 検 索 結 果 の 順 位
は 異 な る 概 念 で あ る と さ れ る 。 検 索 結 果 の 表 示 順 位 を 決 定 す る た め に い く つ か の 要 素

が 考 慮 さ れ て い る が 、 ペ ー ジ ラ ン ク は そ の 考 慮 要 素 の 一 つ で あ る 。  
( 2 2 )  L a n g d o n  v .  G o o g l e ,  I n c . ,  4 7 4  F .  S u p p .  2 d  6 2 2  ( D .  D e l .  2 0 0 7 ) .  
( 2 3 )  Z h a n g  v .  B a i d u . c o m ,  I n c . ,  1 0  F.  S u p p .  3 d  4 3 3  ( S . D . N . Y.  2 0 1 4 ) .  
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か の 判 断 は 、 新 聞 社 の 編 集 活 動 と 同 様 に 、 表 現 の 自 由 に よ っ て 完 全 に 保 障 さ れ

る た め 、 提 供 す る コ ン テ ン ツ の 修 正 を 百 度 に 強 制 す る こ と は 彼 ら の 表 現 の 自 由

を 侵 害 す る 。  

 

⑵ 検 討  

① 検 索 事 業 者 の 修 正 第 一 条 上 の 位 置 づ け  

・ L a n g d o n 判 決 と Z h a n g 判 決 は 検 索 事 業 者 の 編 集 活 動 と マ ス ・ メ デ ィ ア の 編 集

活 動 を 同 種 の も の と 見 て い る 。 学 説 の 中 に も 同 様 の 見 解 が 散 見 さ れ る ( 2 4 )。  

・ T i m  W u や O r e n  B r a c h a に よ る 異 論 ( 2 5 )： 検 索 結 果 の 提 供 は 表 現 活 動 で は な い  

（ ⅰ ） マ ス ・ メ デ ィ ア と 異 な り 、 検 索 事 業 者 は 検 索 結 果 と し て 表 示 す る コ ン テ

ン ツ の 内 容 す べ て に つ い て 目 を 通 し 、 そ れ ら に 賛 同 し て い る わ け で は な い 。 そ

の た め 、 検 索 事 業 者 は 電 話 会 社 に 近 い 。  

（ ⅱ ） 検 索 結 果 を 提 供 す る 目 的 は 検 索 事 業 者 の 意 見 を 伝 達 す る こ と で は な く 、

利 用 者 が 目 当 て の 情 報 を 見 つ け る こ と を 支 援 す る こ と で あ る 。 そ の た め 、 検 索

エ ン ジ ン は 地 図 に 近 い 。  

 

☞ 検 索 結 果 の 提 供 は 検 索 事 業 者 の 編 集 活 動 を 通 じ て 行 わ れ る と い う 側 面 は

あ る も の の 、 T i m  W u や O r e n  B r a c h a に よ る 批 判 （ 特 に （ ⅰ ）） を 踏 ま え れ

ば 、 検 索 事 業 者 は 新 聞 社 の よ う な 表 現 者 と 同 じ 位 置 付 け で は な い よ う に 思

わ れ る 。 も っ と も 、 こ う し た 位 置 づ け が 具 体 的 に ど の よ う な 帰 結 に 繋 が る

の か に つ い て は 、 さ ら な る 探 求 が 必 要 で あ る 。  

 

② 表 現 の 自 由 の 限 界  

・ 検 索 結 果 と し て ど の コ ン テ ン ツ を 提 供 す る か 、 ど の よ う に 提 供 す る か に 関 す

る 規 制 は 、 検 索 エ ン ジ ン の メ ッ セ ー ジ の 内 容 を 変 更 す る も の で あ り 、 内 容 規 制

に あ た る ( 2 6 )。 そ の た め 、 厳 格 審 査 の 下 で 、 違 憲 と な る 可 能 性 が 高 い 。  

 
( 2 4 )  S e e ,  e . g . ,  B e n j a m i n  2 0 1 3 :  1 4 6 1 ,  6 3 ,  6 9 - 7 0 ;  R o s e n  2 0 1 3 :  1 0 0 5 ;  Vo l o k h  &  D o n a l d  M .  
F a l k  2 0 1 2 .  
( 2 5 )  S e e  W u  2 0 1 3 .  B r a c h a  2 0 1 4 ;  B r a c h a  &  P a s q u a l e  2 0 0 8 .  
( 2 6 )  S e e  P e t e r  T.  Ts c h a n z ,  A  C o n s t i t u t i o n a l  R i g h t  t o  D e c e i v e ? :  T h e  F i r s t  A m e n d m e n t  
I m p l i c a t i o n s  o f  R e g u l a t i n g  P a y  P e r  C l i c k ,  9  B C  L a w  I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y  &  Te c h n o l o g y  
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2． S N S 事 業 者 と コ ン テ ン ツ ・ モ デ レ ー シ ョ ン 規 制  

⑴ 大 手 S N S 事 業 者 に よ る コ ン テ ン ツ・モ デ レ ー シ ョ ン を 制 限 す る フ ロ リ ダ 州 法

（ S B 7 0 7 2） の 合 憲 性 が 争 わ れ た 事 案  

① 事 実 の 概 要  

イ ン タ ー ネ ッ ト 業 界 団 体 N e t C h o i c e ら が 、 大 手 S N S 事 業 者 に よ る コ ン テ ン

ツ・モ デ レ ー シ ョ ン を 制 限 す る フ ロ リ ダ 州 法 は S N S 事 業 者 の 表 現 の 自 由 を 不 当

に 侵 害 す る 等 と 主 張 し て 、 そ の 仮 差 止 を 求 め た 事 案 。  

（ ⅰ ） 直 接 的 な 規 制  

・ 州 議 会 候 補 者 ら の ア カ ウ ン ト に 対 す る デ ィ プ ラ ッ ト フ ォ ー ム ( 2 7 )の 禁 止  

・ 州 議 会 候 補 者 ら に よ る 投 稿 （ p o s t s  b y  c a n d i d a t e s） あ る い は 州 議 会 候 補 者 ら に

つ い て の 投 稿 （ p o s t s  a b o u t  c a n d i d a t e s） に 対 す る 事 後 的 優 先 順 位 付 け ( 2 8 )や シ ャ

ド ウ ・ バ ン ( 2 9 )の 禁 止  

・ジ ャ ー ナ リ ズ ム が 投 稿 し た コ ン テ ン ツ に 基 づ く 検 閲 ( 3 0 )、デ ィ プ ラ ッ ト フ ォ ー

ム 、 シ ャ ド ウ ・ バ ン の 禁 止  

（ ⅱ ） 間 接 的 な 規 制  

検 閲 、 デ ィ プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 、 シ ャ ド ウ ・ バ ン の 基 準 の 公 開 や 、 こ れ ら の 措

置 を 受 け る ユ ー ザ ー へ の 詳 細 な 通 知 の 義 務 づ け  

（ ⅲ ） 適 用 対 象  

年 間 総 収 入 が 1 億 ド ル を 超 え て い る こ と 、 世 界 中 で 少 な く と も 月 間 1 億 人 以

上 の ユ ー ザ ー が い る こ と の う ち 少 な く と も 一 方 を 満 た し て い る こ と が 必 要 条 件 。 

 

 
F o r u m  1 ,  5 - 6  ( 2 0 1 0 ) .  
( 2 7 )  d e p l a t f o r m： S N S 事 業 者 が ユ ー ザ ー を 永 久 に ま た は 1 4 日 を 超 え て 削 除 も し く は 凍
結 す る こ と 。  
( 2 8 )  p o s t - p r i o r i t i z a t i o n： 特 定 の コ ン テ ン ツ の 表 示 順 位 を 上 位 に し た り 、 下 位 に し た り
す る こ と 。  
( 2 9 )  s h a d o w  b a n： あ る ユ ー ザ ー の 投 稿 に つ い て 、 他 の ユ ー ザ ー へ の 公 表 を 制 限 も し く
は 排 除 す る こ と 。  
( 3 0 )  c e n s o r： ユ ー ザ ー が 投 稿 し た コ ン テ ン ツ を 削 除 、 規 制 、 制 限 、 編 集 、 変 更 し た
り 、 コ ン テ ン ツ の 公 開 ま た は 再 公 開 の 抑 止 を し た り 、 コ ン テ ン ツ を 投 稿 す る ユ ー ザ ー

の 権 利 を 停 止 し た り 、 コ ン テ ン ツ を 除 去 し た り 、 S N S 事 業 者 が コ ン テ ン ツ に 対 す る 追
記 を し た り す る こ と 等 。  
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② フ ロ リ ダ 第 1 審 ( 3 1 )  

【 修 正 第 一 条 上 の 位 置 づ け 】  

・新 聞 社 は 、提 供 す る 情 報 に 対 し て 裁 量 的 な 判 断 を 下 し 、中 身 を 把 握 し て い る 。

S N S 事 業 者 は 、「 日 常 的 に ア ル ゴ リ ズ ム を 使 用 し て す べ て の コ ン テ ン ツ を 審 査

し 、 許 容 で き な い コ ン テ ン ツ を ふ る い に か け る が 、 通 常 、 見 解 に つ い て は そ れ

を 行 わ な い し 、圧 倒 的 多 数 の コ ン テ ン ツ は ア ル ゴ リ ズ ム 以 外 の 方 法 で 審 査 さ れ 」

ず 、「 S N S に 掲 載 さ れ る コ ン テ ン ツ の 9 9％ 以 上 は 、 さ ら に 審 査 さ れ る こ と は な

い 」。 し た が っ て 、 S N S 事 業 者 と 新 聞 社 は 区 別 可 能 ( 3 2 )。  

・ た だ し 、 本 件 フ ロ リ ダ 州 法 は 「 主 と し て イ デ オ ロ ギ ー に 敏 感 な 場 面 に 関 係 し

て 」お り 、「 S N S 事 業 者 が 編 集 上 の 判 断 を 下 す 可 能 性 が 最 も 高 い 場 面 」で あ る た

め 、「 実 際 に 問 題 と な っ て い る 法 律 の 対 象 は 編 集 上 の 判 断 そ の も の 」 で あ る 。  

 

【 S N S 事 業 者 の 表 現 の 自 由 を 侵 害 し な い か 】  

（ ⅰ ） 直 接 的 な 規 制  

・ 特 定 の ユ ー ザ ー や コ ン テ ン ツ に し か 適 用 さ れ な い た め 、 内 容 規 制 。  

・大 手 S N S 事 業 者 が 保 守 的 な 見 解 を モ デ レ ー シ ョ ン す る こ と を 抑 制 し た い と の

立 法 事 実 が 存 在 し て い る 。  

・ 同 法 は 大 手 S N S 事 業 者 に の み 適 用 さ れ る た め 話 者 間 差 別 が 存 在 す る 。  

： こ う し た 事 情 を 踏 ま え れ ば 、 厳 格 な 審 査 基 準 が 適 用 さ れ る 。  

・「 競 争 の 場 の 平 準 化 （ l e v e l i n g  t h e  p l a y i n g  f i e l d）、 す な わ ち 、 問 題 の 一 方 の 側

の 表 現 を 促 進 す る た め に 他 方 の 側 の 表 現 を 制 限 す る こ と は 州 の 正 当 な 利 益 で は

な い 」。  

・ や む に や ま れ ぬ 他 の 政 府 利 益 が 何 で あ れ 、 こ れ ら の 規 定 は 、 国 家 の や む に や

ま れ ぬ 利 益 を 促 進 し 、 そ の 利 益 を 達 成 す る た め に 厳 密 に 仕 立 て ら れ て い る わ け

で は な い た め 、 表 現 の 自 由 に 反 す る 。 こ の 結 論 は 、 仮 に 中 間 審 査 基 準 が 適 用 さ

れ た と し て も 変 わ る こ と は な い 。  

 

 
( 3 1 )  N e t C h o i c e ,  L L C  v .  M o o d y ,  5 4 6  F .  S u p p .  3 d  1 0 8 2  ( N . D .  F l a .  2 0 2 1 ) .  本 判 決 に つ い て
は 、 水 谷 2 0 2 2 :  2 7 以 下 も 参 照 。  
( 3 2 )  同 様 の 指 摘 と し て 、 K o l t a y  2 0 2 1 :  2 8 8 .  
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③ フ ロ リ ダ 第 2 審  

【 修 正 第 一 条 上 の 位 置 づ け 】  

・「 S N S 事 業 者 は 、サ イ ト 上 に 投 稿 さ れ る オ リ ジ ナ ル の コ ン テ ン ツ の ほ と ん ど を

作 成 し て い な い 点 で 、 伝 統 的 な メ デ ィ ア と は 異 な る 」。  

・ 利 用 規 約 や コ ミ ュ ニ テ ィ 基 準 を 公 開 し た り 、 ユ ー ザ ー か ら の 投 稿 に 対 し て 追

記 や 免 責 事 項 を 付 し た り 、 彼 ら 自 身 の メ ッ セ ー ジ を 公 開 し た り す る 際 に は 、

「 S N S 事 業 者 は 彼 ら 自 身 の 表 現 活 動 を 行 っ て い る 」。ま た 、利 用 規 約 や コ ミ ュ ニ

テ ィ 基 準 に 違 反 す る コ ン テ ン ツ を 削 除 し た り 、 ユ ー ザ ー か ら の 投 稿 を ど の よ う

に 表 示 す る か を 選 択 し た り す る 際 に 、S N S 事 業 者 は 編 集 上 の 判 断 を 下 し て い る 。 

 

【 S N S 事 業 者 の 表 現 の 自 由 を 侵 害 し な い か 】  

（ ⅰ ） 直 接 的 な 規 制 に つ い て  

・立 法 者 の 動 機 や 本 法 が 大 手 の S N S 事 業 者 の み に 適 用 さ れ る と い う 話 者 間 差 別

の 存 在 を 理 由 に 、 直 ち に 厳 格 審 査 が 適 用 さ れ る わ け で は な い 。  

・ジ ャ ー ナ リ ズ ム が 投 稿 し た コ ン テ ン ツ に 基 づ く 検 閲 、デ ィ プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 、

シ ャ ド ウ ・ バ ン の 禁 止 や 州 議 会 候 補 者 ら に つ い て の 投 稿 に 対 す る 事 後 的 優 先 順

位 付 け や シ ャ ド ウ ・ バ ン の 禁 止 は 内 容 規 制 。  

・デ ィ プ ラ ッ ト フ ォ ー ム の 禁 止 は S N S 事 業 者 の コ ン テ ン ツ・モ デ レ ー シ ョ ン の

判 断 の 中 身 に 依 存 す る も の で は な い た め 、 州 議 会 候 補 者 ら の ア カ ウ ン ト に 対 す

る デ ィ プ ラ ッ ト フ ォ ー ム の 禁 止 は 内 容 中 立 規 制 。  

・「 競 争 の 場 の 平 準 化 は 、実 質 的 な 政 府 利 益 で な い こ と は 言 う ま で も な く 、正 当

な 政 府 利 益 で も な い 」。  

・ こ れ ら の 規 定 は 厳 格 審 査 で も 中 間 審 査 基 準 で あ っ て も パ ス す る こ と は な い 。  

 

（ ⅱ ） 間 接 的 な 規 制 に つ い て  

・ Z a u d e r e r  v .  O f f i c e  o f  D i s c i p l i n a r y  C o u n s e l 事 件 判 決 ( 3 3 )等 で 示 さ れ た 判 断 枠 組

み （ 以 下 、「 Z a u d e r e r テ ス ト 」） に 依 拠 。  

 
( 3 3 )  Z a u d e r e r  v .  O f f i c e  o f  D i s c i p l i n a r y  C o u n s e l ,  4 7 1  U . S .  6 2 6  ( 1 9 8 5 ) .  
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： 商 業 的 な 開 示 要 件 は 、 消 費 者 を 欺 く こ と を 抑 止 す る と い う 州 の 利 益 と 合 理 的

に 関 連 し て お り 、 表 現 に 不 当 で 過 度 な 負 担 を 課 し て い な い 場 合 に 合 憲 と な る 。  

・ い ず れ の 規 定 も 州 の 利 益 と 合 理 的 に 関 連 し て い る 。  

・ S N S 事 業 者 に 対 し て 基 準 を 公 開 す る よ う 要 求 す る 条 項 が 、 S N S 事 業 者 の 表 現

の 自 由 に 対 す る 不 当 な 負 担 と な っ た り 、あ る い は S N S 事 業 者 の 表 現 を 萎 縮 さ せ

た り す る 可 能 性 が 高 い こ と を N e t C h o i c e は 証 明 し て い な い 。 そ れ ゆ え 、 こ れ ら

の 条 項 は 違 憲 で あ る 可 能 性 は 高 く な い 。  

・ユ ー ザ ー へ の 詳 細 な 通 知 は 過 度 な 負 担 で S N S 事 業 者 の 保 護 さ れ た 表 現 を 萎 縮

さ せ る 可 能 性 が 高 い た め 、 違 憲 と な る 可 能 性 が 高 い 。 フ ロ リ ダ 州 法 の 適 用 対 象

と な る P F は 1 日 に 数 百 万 件 の 投 稿 を 削 除 し て い る 。 こ れ ら の 一 つ 一 つ の 削 除

に 対 し て 絶 対 的 必 要 記 載 事 項 を 含 ん だ 内 容 を 7 日 以 内 に 書 面 で 通 知 す る よ う 要

求 す る こ と は 、 相 当 程 度 の 実 施 コ ス ト を 課 す 。 ま た 、 完 全 な 説 明 を 行 わ な か っ

た 場 合 、 1 0 万 ド ル を 上 限 と し た 損 害 賠 償 を 請 求 さ れ る 可 能 性 が あ る 。こ れ ら の

負 担 は 、 S N S 事 業 者 が 編 集 上 の 判 断 を 下 す こ と を 萎 縮 さ せ る 可 能 性 が 極 め て 高

い 。  

 

⑵ 大 手 S N S 事 業 者 に よ る コ ン テ ン ツ・モ デ レ ー シ ョ ン を 制 限 す る テ キ サ ス 州 法

（ H B 2 0） の 合 憲 性 が 争 わ れ た 事 案  

① 事 実 の 概 要  

 先 の フ ロ リ ダ 州 法 と 同 様 の 内 容 を 定 め た テ キ サ ス 州 法 に つ い て 、 原 告

N e t C h o i c e ら が 、H B 2 0 は 表 現 の 自 由 に 反 し て い る 等 と 主 張 し て 本 法 の 仮 差 止 を

求 め た 事 案 。  

（ ⅰ ） 同 法 2 条  

 S N S 事 業 者 が ユ ー ザ ー の 見 解 に 基 づ い て 検 閲 す る こ と を 禁 じ て い る（ た だ し 、

例 外 と し て 、 暴 力 的 な コ ン テ ン ツ 等 に 対 す る モ デ レ ー シ ョ ン は 認 め ら れ る ）。  

（ ⅱ ） 同 法 7 条  

 ど の よ う に コ ン テ ン ツ ・ モ デ レ ー シ ョ ン を 行 っ て い る か 等 に 関 す る 正 確 な 情

報 の 公 開 、 年 2 回 の 透 明 性 レ ポ ー ト の 作 成 等 を 要 求 。  

（ ⅲ ） 適 用 対 象  
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月 間 5 0 0 0 万 人 以 上 の ア ク テ ィ ブ ・ ユ ー ザ ー を 抱 え る S N S 事 業 者 。  

 

② テ キ サ ス 第 1 審  

【 修 正 第 一 条 上 の 位 置 づ け 】  

・ S N S 事 業 者 、 あ る い は 、 少 な く と も H B 2 0 の 対 象 と な る S N S 事 業 者 は 、 促 進

し よ う と す る コ ミ ュ ニ テ ィ に つ い て の メ ッ セ ー ジ を 伝 達 す る た め に 、 編 集 上 の

裁 量 を 行 使 す る 。  

 

【 S N S 事 業 者 の 表 現 の 自 由 を 侵 害 し な い か 】  

（ ⅰ ） 2 条 に つ い て  

・「 H B 2 0 は 、 コ ン テ ン ツ 、 見 解 、 表 現 者 に 基 づ い た 制 限 を 課 し て い る 」 た め 、

厳 格 審 査 が 適 用 さ れ る 。  

・ 政 府 は 、 厳 格 審 査 の 下 で 必 要 と な る 、 や む に や ま れ ぬ 利 益 を 立 証 で き て い な

い 。 仮 に 、 中 間 審 査 基 準 が 適 用 さ れ た と し て も 、 重 要 な 政 府 利 益 が 立 証 さ れ て

い な い 。  

・「 仮 に 州 が 主 張 す る 利 益 が や む に や ま れ ぬ 利 益 あ る い は 重 要 な 利 益 で あ っ た

と し て も 、 H B 2 0 は 厳 密 に 仕 立 て ら れ た も の で は な い 」。  

（ ⅱ ） 7 条 に つ い て  

・ Z a u d e r e r テ ス ト に 依 拠 。  

・ サ イ ト や ア プ リ へ の 投 稿 数 が 測 定 不 能 な ほ ど で あ る こ と を 踏 ま え る と 、 7 条

は 、 P F 事 業 者 の 表 現 を 萎 縮 さ せ る 。  

 

③ テ キ サ ス 第 2 審  

※ S N S 事 業 者 の コ ン テ ン ツ ・ モ デ レ ー シ ョ ン は 表 現 の 自 由 の 保 護 の 対 象 で は な い と の

立 場 を 採 っ て い る よ う で あ る が 、 H B 2 0 が S N S 事 業 者 の 表 現 の 自 由 を 制 約 す る と し た

場 合 、 同 法 が 合 憲 で あ る か ど う か に つ い て も 言 及 し て い る 。  

 

・S N S 事 業 者 の 検 閲 の 動 機 に 関 係 な く 等 し く 適 用 さ れ る た め 、検 閲 に よ っ て S N S

事 業 者 が ど の よ う な メ ッ セ ー ジ を 伝 達 し よ う と し て い る か ど う か に 基 づ い て お
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ら ず 、 同 法 7 条 は 表 現 の 内 容 に 基 づ く 規 制 で は な い 。  

・ H B 2 0 は 中 間 審 査 基 準 を パ ス す る 。  

・ 同 法 2 条 は 、 Z a u d e r e r テ ス ト を 充 足 す る 。  

 

3． 検 討  

⑴ 修 正 第 一 条 上 の 位 置 づ け  

・ フ ロ リ ダ 第 1 審 ・ フ ロ リ ダ 第 2 審 の よ う に 、 学 説 で も 、 S N S 事 業 者 の 表 現 活

動 （ コ ン テ ン ツ ・ モ デ レ ー シ ョ ン ） と 新 聞 等 の 表 現 活 動 と の 相 違 点 を 指 摘 す る

声 も 強 い 。  

➢  A n d r á s  K o l t a y：  S N S 事 業 者 は コ ン テ ン ツ を 作 成 し た り 、コ ン テ ン ツ の 作 成

を 依 頼 し た り 、 コ ン テ ン ツ を 購 入 し た り す る こ と は な く 、 少 な く と も 報 道

機 関 の よ う な 編 集 者 で は な い が 、 コ ン テ ン ツ に 関 す る 決 定 を 下 し 、 コ ン テ

ン ツ を 選 別 し 、 削 除 し 、 利 用 で き る 状 態 に 保 つ と い う 意 味 で は 編 集 者 で あ

る ( 3 4 )。  

➢  K a t e  K l o n i c k： S N S 事 業 者 は サ ー ビ ス 上 の コ ン テ ン ツ を 監 視 す る た め の 複 雑

な シ ス テ ム を 備 え て お り 、ニ ュ ー ス 、論 説 、広 告 の た め の 受 動 的 な 受 け 皿 で

は な い こ と は 新 聞 と 同 様 で あ る 。 他 方 で 、 P F 事 業 者 は 新 聞 の よ う に 特 定 の

コ ン テ ン ツ を 積 極 的 に 募 る こ と は な く 、 ユ ー ザ ー が 自 主 的 に コ ン テ ン ツ を

投 稿 し た り 共 有 し た り し て い る に す ぎ な い ( 3 5 )。  

 

☞ 判 例 学 説 の 指 摘 は 正 当 で あ る と 思 わ れ る が 、 こ う し た 位 置 づ け が 具 体 的

に ど の よ う な 帰 結 に 繋 が る の か に つ い て は 、 明 ら か で は な い 。  

 

⑵ S N S 事 業 者 の 表 現 の 自 由 を 侵 害 し な い か  

間 接 的 な 規 制 は 内 容 中 立 規 制 で あ る と 考 え ら れ る が ( 3 6 )、 各 裁 判 所 に よ れ ば 、

遵 守 す る こ と が 極 め て 困 難 で コ ン テ ン ツ ・ モ デ レ ー シ ョ ン を 控 え る よ う な イ ン

セ ン テ ィ ブ を 与 え る 規 制 は 許 さ れ な い 。  

 
( 3 4 )  S e e  K o l t a y  2 0 2 1 :  2 8 8 .  
( 3 5 )  S e e  K l o n i c k  2 0 1 8 :  1 6 6 0 .  
( 3 6 )  S e e  N u n z i a t o  2 0 2 2 :  5 7 .  
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☞ 規 制 を 遵 守 す る 各 事 業 者 の 能 力 は 異 な る た め 、 事 業 者 の 規 模 に 応 じ た 柔

軟 な 規 制 が 求 め ら れ る 。  

 

 

 

Ⅳ． 結 論 と 残 さ れ た 課 題  

（ １ ） 結 論  

表 現 の 自 由 （ お よ び 人 権 規 定 の 構 造 ） を め ぐ る 日 米 の 相 違 に は 注 意 す る 必 要

が あ る が 、 現 時 点 で は 次 の 3 点 の 示 唆 を 得 る こ と が で き た 。  

1 .  P F 事 業 者 は 、P F 上 の コ ン テ ン ツ を 編 集 し て い る た め 単 な る 媒 介 者 で は な い

が 、他 方 で 、新 聞 等 の よ う な 典 型 的 な 表 現 者 と も 言 い 難 い 。こ う し た 位 置 づ

け が 具 体 的 に ど の よ う な 帰 結 に 繋 が る の か に つ い て は 、 さ ら な る 探 求 が 必

要 で あ る 。  

2 .  コ モ ン ・ キ ャ リ ア と し て の 規 制 は 、 P F 事 業 者 の 編 集 権 を 侵 害 す る 可 能 性 が

高 い こ と は も と よ り 、 合 法 だ が 多 く の ユ ー ザ ー が 不 快 に 感 じ る コ ン テ ン ツ

を P F 事 業 者 が 自 主 的 に 規 制 す る こ と を 不 可 能 に す る た め 、快 適 な 表 現 空 間

の 形 成 と い う 観 点 で は 必 ず し も 望 ま し く は な い 。 有 害 な コ ン テ ン ツ に 対 す

る 国 家 の 対 応 に も 限 界 が あ る た め 、 コ ン テ ン ツ ・ モ デ レ ー シ ョ ン の 利 点 を

維 持 し つ つ 、 そ の 弊 害 を 最 小 限 に 抑 え る 解 決 策 を 模 索 す べ き で あ る 。  

3 .  憲 法 学 的 な 観 点 か ら す れ ば 、 内 容 規 制 （ 政 治 的 表 現 に 対 す る モ デ レ ー シ ョ

ン を 禁 止 す る 等 ）は 違 憲 と な る 可 能 性 が 高 い が 、透 明 性 を 求 め る 規 制（ モ デ

レ ー シ ョ ン ・ ポ リ シ ー の 開 示 、 モ デ レ ー シ ョ ン の 対 象 と な っ た ユ ー ザ ー へ

の 通 知 等 ） は 内 容 中 立 規 制 で あ る た め 違 憲 と な る 可 能 性 が 低 下 す る 。 た だ

し 、透 明 性 を 求 め る 規 制 が P F 事 業 者 の 表 現 に 萎 縮 効 果 を 生 じ さ せ る ほ ど に

遵 守 が 困 難 な 場 合 に は 違 憲 と な る お そ れ が あ る 。 規 制 を 遵 守 す る 各 事 業 者

の 能 力 は 異 な る た め 、 事 業 者 の 規 模 に 応 じ た 柔 軟 な 規 制 が 求 め ら れ る 。  
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（ ２ ） 残 さ れ た 課 題  

1 .  法 律 が 制 定 さ れ た 場 合 の 合 憲 性 を 念 頭 に お い て 報 告 し て き た が 、 何 を 法 制

化 し て 何 を 自 主 規 制 に 委 ね る べ き な の か は 別 個 の 論 点 。 透 明 化 を 求 め る 規

制 が 、 真 に 実 効 的 で あ る の か ど う か は 、 分 野 横 断 領 域 的 な 議 論 を 積 み 重 ね

て い く 必 要 が あ る 。 ま た 、 法 規 制 に 際 し て は 、 P F 事 業 者 の 表 現 の 自 由 に 対

す る 萎 縮 効 果 を 最 小 限 に 抑 え る た め に 、 定 義 や 対 象 を 明 確 に す る と い う 作

業 も 必 要 。  

2 .  憲 法 学 的 な 観 点 か ら す れ ば 、 内 容 規 制 を 課 す こ と は 困 難 で あ る た め 、 コ ン

テ ン ツ ・ モ デ レ ー シ ョ ン に 対 す る 直 接 的 な 規 制 は 慎 重 な 姿 勢 と な ら ざ る を

得 な い 。し か し な が ら 、こ の 場 合 、透 明 で は あ れ 、自 由 な コ ン テ ン ツ・モ デ

レ ー シ ョ ン が 行 わ れ る 世 界 と な り う る 。 こ う し た 事 態 は 恣 意 的 な コ ン テ ン

ツ ・ モ デ レ ー シ ョ ン を 統 制 し た い と の 当 初 の 問 題 意 識 を 根 本 的 に 解 決 し た

と 言 え る か 。  

3 .  P F 事 業 者 は 、「 合 法 な コ ン テ ン ツ に 対 す る モ デ レ ー シ ョ ン を 行 う な 」と の 要

請 と 「 有 害 情 報 に 対 す る モ デ レ ー シ ョ ン を 行 え 」 と の 要 請 の 間 で 板 挟 み 状

態 に 置 か れ て い る 。 こ う し た ジ レ ン マ を ど の よ う に 調 整 し て い く べ き か を

考 察 し て い く こ と が 求 め ら れ る 。  



情報法制学会第 6回研究大会（2022年 12月 11日） 
公募報告 3（11:20 ~ 11:55） 

17 
 

引用文献一覧 

邦語文献（著者名五十音順） 
興津征雄「ソーシャル・メディア・プラットフォームと公私の区分（上）」法時 93巻 11号（2021年）85頁 
佐々木秀智「アメリカ合衆国憲法修正第一条における通信事業者の位置づけ」明治大学法学部創立 130 周

年記念論文集 130巻（2011年）245頁 
曽我部真裕「判批」NBL1230号（2022年）13頁 
平地秀哉「デジタルプラットフォームの公共性と表現の自由」法教 490号（2021年）60頁 
水谷瑛嗣郎「オンライン・プラットフォームの統治論を目指して――デジタル表現環境における『新たな

統治者』の登場」判時 2487号（2021年）110頁 
――――「判批」慶応義塾大学メディア・コミュニケーション研究所紀要 72巻（2022年）27頁 
山口いつ子「インターネットにおける表現の自由」松井茂記ほか編『インターネット法』（有斐閣、2015年）

25頁 
 
 
英語文献（著者名アルファベット順） 
Benjamin, Stuart M. Algorithms and Speech, 161 U. Pa. L. Rev. 1445 (2013) 
Bhagwat, Ashutosh. Do Platforms have editorial Rights?, 1 J. Free Speech L. 97 (2021) 
Bracha, Oren. The Folklore of Informationalism: The Case of Search Engine Speech, 82 Fordham l. Rev. 1629 (2014)  
―――― & Pasquale, Frank. Federal Search Commission – Access, Fairness, and Accountability in the Law of Search, 

93 Cornell L. Rev. 1149 (2008) 
Epstein, Richard. (interviewing Varadarajan, Tunku.) The ‘Common Carrier’ Solution to Social-Media Censorship, Jan. 

15, 2021 (https://www.wsj.com/articles/the-common-carrier-solution-to-social-media-censorship-
11610732343?mod=djemalertNEWS) 

Feeney, Matthew. Are Social Media Companies Common Carriers?, May 24, 2021 (https://www.cato.org/blog/are-
social-media-companies-common-carriers) 

Goldman, Eric. Search Engine Bias and the Demise of Search Engine Utopianism, 8 Yale J. L. & Tech. 188 (2006) 
―――― Revisiting Search Engine Bias, 38 Wm. Mitchell L. Rev. 96 (2011) 
―――― & Miers, Jess. Online Account Terminations Content Removals, 1 J. Free Speech L. 191 (2021) 
Grimmelman, James. Some Skepticism About Search Neutrality, The next digital decade: Essays on the future of the 

Internet 435 (2010) 
Heins, Marjorie. The Brave New World of Social Media Censorship, 127 Harv. L. Rev. 325 (2014) 
Klonick, Kate. The New Governors: The People, Rules, and Processes Governing Online Speech, 131 Harv. L. Rev. 

1598 (2018) 
Koltay, András. The Private Censorship of Internet Gatekeepers, 59 U. Louisville L. Rev. 255 (2021) 
Nunziato, Dawn C. Protecting Free Speech and Due Process Values on Dominant Social Media Platforms, Hastings L. 

J. 1 (2022) 
Rosen, Jeffrey. Keeping Google Good: Remarks on Privacy Regulation and Free Speech, Geo. Mason L. Rev. 1003 

(2013) 
Rozenshtein, Alan Z. The Fifth Circuit’s Social Media Decision: A Dangerous Example of First Amendment Absolutism, 

Sep. 20, 2022, (https://www.lawfareblog.com/fifth-circuits-social-media-decision-dangerous-example-first-
amendment-absolutism)  

Sabeel, Rahman K. Regulating Informational Infrastructure: Internet Platforms as the New Public Utilities, 2 Geo. L. 
Tech. Rev. 234 (2018) 

Volokh, Eugene. & Falk, Donald M. Google: First Amendment Protection for Search Results, 8 J. L. Econ. & Pol’y 
883 (2012) 

Woan, Tansy. Searching for an Answer: Can Google Legally Manipulate Search Engine Results?, 16 U. Pa. J. Bus. L. 
294 (2013) 

Wu, Tim. Machine Speech, 161 U. Pa. L. Rev. 1495 (2013) 
Yoo, Christopher S. The First Amendment Common Carriers and Public Accommodation: Net Neutrality, Digital 

Platforms, and Privacy, 1 J. Free Speech L. 463 (2021) 

https://www.wsj.com/articles/the-common-carrier-solution-to-social-media-censorship-11610732343?mod=djemalertNEWS
https://www.wsj.com/articles/the-common-carrier-solution-to-social-media-censorship-11610732343?mod=djemalertNEWS
https://www.cato.org/blog/are-social-media-companies-common-carriers
https://www.cato.org/blog/are-social-media-companies-common-carriers
https://www.lawfareblog.com/fifth-circuits-social-media-decision-dangerous-example-first-amendment-absolutism
https://www.lawfareblog.com/fifth-circuits-social-media-decision-dangerous-example-first-amendment-absolutism

